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山梨県立男女共同参画推進センター管理運営業務の内容及び基準 

 

 山梨県立男女共同参画推進センターの具体的な業務内容及び管理基準については、 

以下のとおりです。 

 

１  運営方針 

    センターは、山梨県立男女共同参画推進センター設置及び管理条例（昭和５８年

山梨県条例第１１号。以下「条例」という。）の規定、第５次山梨県男女共同参画

計画（以下「第５次計画」という。）及び令和８年度中に策定予定の第６次山梨県

男女共同参画計画（以下「第６次計画」という。）、に基づき、男女共同参画の推進

拠点及び各地域における活動拠点として、調査・研究、情報収集・提供、普及・啓

発、交流促進、相談対応、人材の発掘・育成などを推進していきます。 

 

２  各業務の内容及び基準 

 (1)施設運営に関する業務 

  ①利用の承認に関する業務 

     施設の利用の承認に関する業務に当たっては、次の基準に基づき実施するも

のとします。 

     令和９年３月３１日以前において、既に利用の申込みがあった施設について

は、貸出を行うこととします。 

    （業務内容） 

（ア）条例第９条第１項に基づく利用の承認 

（イ）条例第１０条に基づく承認の取り消し 

（ウ）その他利用の承認に関すること 資料１のとおり。  

  （業務基準） 

   （ア）休館日、利用時間 

              条例第７条第１項の規定に基づき、休館日は次のとおりとします。 

・  月曜日（この日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８ 

号）に規定する休日（以下「休日」という。）である場合を除く。） 

       ・  休日の翌日（この日が日曜日又は休日である場合を除く。） 

      ・ １２月２９日から翌年１月３日までの日 

       ただし、指定管理者は、県の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、 

又は休館日以外の日に休館することができます。 

現行の休館日は、原則、第２、第４月曜日とし、この日が休日である

場合は開館し、その翌日を休館日としています。また、１２月２９日か

ら翌年１月３日までの日も休館日です。 
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利用時間は、条例第８条の規定に基づき、午前９時から午後９時まで

とします。 

 ただし、指定管理者は、県の承認を受けて、利用時間を変更すること 

ができます。 

    

 

   （イ）貸出施設に関する事項 

       資料２のとおり。 

 

    ②利用料金の収受に関する業務 

     センターを利用するものが納付する利用料金は、指定管理者の収入となりま

す。 

なお、年度を超えた利用に係る現年度内に収受した利用料金については、次

期指定管理者に全額引き継ぐものとします。この際、県の所管課が当該利用料

金の額、内容等を検証します。 

  （業務内容） 

（ア）条例第１１条第３項に基づく利用料金の徴収 

（イ）条例第１２条に基づく利用料金の還付 

（ウ）その他利用料金の収受に関すること 資料１のとおり 

    （業務基準） 

     利用料金の額は、条例別表に定める額の範囲内で、知事の承認を受けて指定

管理者が定める。 

 

    ③平等な利用の確保に関する業務 

    （業務内容） 

        施設利用者の平等な利用を確保する。 

    （業務基準） 

      （ア）施設の予約・申込・受付・利用等の手続・方法について平等性を確保す

る。 

（イ）本県における男女共同参画社会実現の拠点として、県民に自主的な学習

や交流などの機会を確保する。 

 

  ④利用者の増加を図るための業務 

    （業務内容） 

    施設利用者の増加を図る。 

  （業務基準） 

    （ア）施設利用者の増加を図るために、センター及び開催事業等の広報活動を

計画的に実施する。 
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   （イ）施設利用者の増加を図るために、地域・関係機関等との連携を推進する。 

 

  ⑤飲食提供施設及び自動販売機の設置・運営 

施設の目的を達成し、利用者のサービスの向上を図るため、公序良俗、青少年 

の健全育成に反しない範囲で運営する。サービスについては、指定管理者自らが 

行うことや委託も可能ですが、サービス内容とサービスを提供するために必要な 

場所については、事前に県と協議し、承認を得てください。  

設置・運営に要する費用は指定管理者が負担することとします。 

なお、指定管理者が行う事業として基本協定書で締結する場合、行政財産目的 

外使用許可は必要ありません。 

・ 飲食提供業務 

喫茶や食事、休憩のために利用される施設での飲食の提供や、移動販売又は 

ケータリングカー（移動販売車）による飲食を提供する。 

※利用可能日は原則開館日とし、利用可能時間は午前９時から午後５時までの

中で定めます。 

※実施場所の基準等は、別紙飲食提供業務の考え方のとおり 

・ 自動販売機設置・運営業務 

飲料等の自動販売機を設置・運営する。 

   ※利用可能日は原則開館日とし、利用可能時間は開館時間内とします。 

  （現行の状況） 

 （ア）軽食・喫茶コーナーの設置 

    ぴゅあ総合 交流室内で飲食サービスを提供     

   （イ）飲料の自動販売機の設置  

    ぴゅあ総合 ３台 

 
  ⑥行政財産使用許可に伴う事前協議及び管理運営 

        次の施設等については、行政財産使用許可を与えているので、事前協議を通

して適切な管理を行ってください。 

   ぴゅあ総合 

      電柱敷 東京電力パワーグリッド㈱、東日本電信電話㈱ 

    

⑦加入する保険 

（ア）施設 

山梨県と指定管理者双方が被保険者となる賠償責任保険とします。 

   （施 設）対人賠償 １名につき  １００，０００千円 

             １事故につき １００，０００千円 

        対物賠償 １事故につき   ５，０００千円 

（託児室）対人賠償 １名につき   ２０，０００千円 

          １事故につき １００，０００千円 
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     対物賠償 １事故につき   １，０００千円 

     

（イ）公用車      

自動車損害賠償保険及び任意加入保険（対人無制限・対物無制限） 

 

⑧災害発生時の対応 

災害等が発生した場合、指定管理者は速やかに県に連絡するとともに、被害を 

最小限に止めるよう早急に対応措置をとる義務を負います。また、県が避難所、 

広域防災拠点等のため施設の利用制限、応急活動への参加等を要請したときは、 

これに最大限協力するよう努めなければなりません。 

 

⑨県の求めるサービス水準 

 施設の設置目的である男女共同参画推進のため、以下の業務項目、指標、目標

値を設定し期待される施策効果が十分に生じているかモニタリングを通じて評

価・検証を行う。 

 業務項目 指標 目標値 

１ 普及・啓発事業 

 

事業・講座等の募集定員に対す

る参加者数の割合（定員・参加

者数ともにオンライン参加を

含む） 

６０％以上 

２ 利用者満足度 

 

利用者アンケート回答のうち、

「満足」「どちらかといえば満

足」の合計 

９０％以上 

３ 広報 

 

男女共同参画に関する情報や

講座、センターへの来館促進に

繋がる情報をＳＮＳで発信し

た回数（複数のＳＮＳに上げた

場合でも、情報が同じであれば

１カウントとする） 

年間５０回 

 

 

⑩光熱水費の支払い 

 ぴゅあ峡南の光熱水費は南部町で、ぴゅあ富士の光熱水費は都留市でそれぞれ

一括して契約・支払いを行うため、ぴゅあ峡南、ぴゅあ富士の運営管理に係る負

担分は、南部町、都留市からの請求に基づき支払うこと。 

 

⑪山梨県立国際交流・多文化共生センター負担分の請求 

 山梨県立国際交流・多文化共生センターの運営管理に係る光熱水費・施設維持

管理に要する経費（設備保守委託料等）については、ぴゅあ総合で一括して契約・
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支払いを行うため、施設の占有面積割合に応じて、山梨県立国際交流・多文化共

生センターの光熱水費・施設維持管理に要する経費（設備保守委託料等）を請求

すること。 

 

(2)男女共同参画の推進に関する業務 

  ①情報資料の収集・提供事業 

    （ア）情報資料室の維持管理  

         情報資料（図書、ビデオ、ＤＶＤ）の整理と貸出 

   （イ）展示スペースの運営 

         学習と啓発資料（パネル、写真、実物資料）の展示 

   （ウ）ホームページ等の運営 

         センターのホームページ、ＳＮＳ（Facebook、X 等）による情報発信、

更新等により情報を提供 

         （ａ）センターの予約状況 

           （ｂ）センターの事業内容 

       （ｃ）センタートピックス等の作成 

       （ｄ）各種統計等の作成 

    詳細は、資料３のとおり。 

 

  ②講座等開催 

    男女共同参画社会の実現に向けての意識を高め、県民への意識啓発を図るた

め、県との協議を経た調査研究、講座の開催等による普及・啓発、交流促進、

人材の発掘・育成等を行う。 

詳細は、資料３のとおり。 

 

(3)相談に関する業務 

    個人の悩みや、専門的な助言が必要とされる家族や社会での様々な相談に対応

する体制を整備する。 

また、配偶者暴力相談支援センターとして、被害者の相談に応じる。 

詳細は、資料４のとおり。 

 

(4)施設及び設備器具の維持保全及び施設の管理・運営に関する業務 

       資料５－１及び資料５－２のとおり。 

       施設の管理・運営に必要となる物品（県が定める物品一覧表 資料６）を貸与

します。 

  指定管理者が管理運営費（利用料収入、軽食・喫茶コーナー及び自動販売機の 

サービスの提供により得られる収入、委託料）で購入した物品は、指定期間中又

は当該期間終了後には県に帰属することとします。 
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指定管理者が自ら所有する物品を持ち込んだ場合及び指定管理者が管理運営

費以外の経費により購入した物品については、指定管理者に帰属し指定期間終了

時には指定管理者が自らの費用と責任で撤去・撤収してください。ただし、県と

指定管理者の協議において両者が合意した場合、指定管理者は県又は県が指定す

るものに対して引き継ぐことができます。 

 

 (5)その他業務 

    ①業務計画書・事業報告等に関する事項 

（ア）業務計画書 

指定管理者は、毎年度２月末までに（令和９年度分については基本協定締

結後直ちに）、次に掲げる事項を記載した次年度の管理運営に関する詳細な

業務計画書を作成し、県に提出し、その承認を受けてください。 

     （ａ）次年度の運営目標 

     （ｂ）実施事業の概要及び実施期間  

     （ｃ）管理運営体制 

     （ｄ）管理業務及び自主事業に係る収支予算 

     （ｅ）その他必要な事項 

 

    （イ）事業報告書 

        指定管理者は、毎年度終了後２月以内に、次に掲げる事項を記載した事業

報告書を作成し提出してください。また、年度の途中において指定管理者の

指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から２月以内に当

該年度の当該日までの事業報告書を県に提出してください。 

     （ａ）事業実績及び利用状況 

     （ｂ）利用料金の収入状況 

     （ｃ）経費の収支状況 

     （ｄ）その他必要な事項 

 

   （ウ）定期報告書（事業進捗状況報告） 

       指定管理者は、利用者数及び事業実施状況、利用料金収入状況について、 

月ごとにまとめ翌月１０日までに県に報告してください。 

  

   （エ）その他随時報告等 

          指定管理者は、県から管理業務及び経理の状況等について報告を求められ

た場合、報告書を作成して指定期日までに提出してください。 

          なお、管理運営に当たっては、１日の業務内容（点検、修繕、清掃、その

他の維持管理業務、窓口運営業務等）や県民対応などの特記事項を記載した

日報等を作成し、適正な業務、事業管理を行ってください。 
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  ②利用者アンケート等に関する事項 

指定管理者は、施設利用者の利便性の向上等の観点から、利用者の満足度、意 

見・苦情等をアンケート等で把握し、その結果及び対応状況について月ごとにま

とめ、翌月末までに県に報告するものとします。 

また、利用者からの苦情・意見等については、その概要や対応等について業務 

日報に記録し、県へ報告していただきます。 

指定管理者は、アンケート等で毎月把握した内容を業務改善等管理運営に反映 

させるよう努めてください。 

  

  ③キャッシュレス決済の導入 

   指定管理者は、キャッシュレス決済を導入してください。 

   センターを利用するものが納付する利用料金について、多様な決済手段（クレ

ジットカード、電子マネー、コード決済）に対応するようにしてください。 

   なお、令和９年４月末までに導入してください。 

 

   ④モニタリングの実施 

      指定管理者は、「山梨県立男女共同参画推進センターの管理運営状況のモニタリ

ング実施要領」等に基づき、県が実施するモニタリングに協力してください。 

    なお、モニタリングの実施に先立ち、対象期間の業務実績等について指定管理

者の自己評価結果を記載したモニタリングシートを作成し、あらかじめ県に提出

してください。 

      モニタリングの結果、指定管理者の業務内容に改善が必要と認められる場合は、

県は立入り調査等を行い、協議の結果、指定管理者に是正勧告を行います。是正

勧告を行い改善が見られない場合は、指定を取り消すことがあります。 

   詳細については協定において定めるものとします。 

 

(6)その他管理運営に当たっての留意事項 

①業務執行体制の確保 

（ア）指定管理者は、管理運営業務を円滑に行うため、必要な業務執行体制を確

保するとともに、管理運営を効率的に行うための業務形態にあった適正な人

数の職員を配置してください。   

（イ）総括責任者を１名配置してください。 

 

②暴力団の排除 

公の施設が暴力団の活動に利用されることにより、当該暴力団の利益になる 

と認めるときは、指定管理者は、これを許可してはなりません。 
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③個人情報の保護 

（ア）指定管理者が個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）の規定に従い、個人の権利利益を害することのない

よう最大限努めなければなりません。また、指定管理業務の実施により知り

得た個人情報の漏えい又は滅失などの事故の防止、その他の個人情報の適正

な管理を確保するために、指定管理者は県と協議の上、別途、個人情報の取

り扱いに関する規程等を定めることとしてください。 

（イ）指定管理者は、個人情報を保有する必要がなくなったときは、確実かつ速

やかに、当該個人情報の抹消等をしてください。 

   

④情報公開への対応 

指定管理者は山梨県情報公開条例（平成１１年山梨県条例第５４号）に基づ 

き、管理している文書の公開に努めることとします。また、指定管理業務を通 

じて取り扱う文書の管理・公開を行うにあたり、指定管理者は県と協議の上、 

別途、情報公開に関する規程等を定めることとしてください。 

 

⑤安全管理マニュアルの整備 

      事故を未然に防ぐための施設の日常点検方法等を定めたマニュアルを策定し、

適切に運営してください。 

 

    ⑥事故対応マニュアルの整備 

        施設内で事故が発生した場合を想定した事故対応マニュアルを策定し、訓練 

等を実施してください。 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）については、職員等関係者の講習会の受講や

日頃の点検管理により、非常時に使用できるよう備えてください。管理の詳細

については、別添「自動体外式除細動器の管理仕様書」に基づいてください。  

 

    ⑦国民保護措置への対応 

        国民保護法及び山梨県国民保護計画に基づき、武力攻撃事態等及び緊急対処 

事態の際には、利用者の安全確保、その他国民の保護のために必要な措置を講 

じてください。 

 

    ⑧施設及び設備の点検業務 

      指定管理者は、別添「建築物点検マニュアル」に基づき、施設及び設備につ

いて、建築基準法の点検、他法令の点検、長寿命化点検及び日常点検を実施し、

損傷、腐食その他の劣化の状況を点検してください。 

点検結果については、「建築物点検票」により別途指定する期日までに県へ報

告してください。ただし、施設及び設備の損傷等、劣化が著しく至急対応が必
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要な場合は、速やかに報告してください。 

なお、建築基準法第１２条第２項による建築物の点検業務は前回点検を行っ

た日から３年以内に点検を行ってください。 

         前回点検日 ぴゅあ総合 令和７年１月１４日 

         次回点検予定 令和９年度 

     

⑨環境保全対策、環境への配慮 

   指定管理者は、施設の維持管理・運営にあたっては、県の環境管理システム 

に準じて省エネルギーの推進及び温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、

廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進等の環境保全についても十分配慮してく

ださい。なお、主な取り組みは次のとおりです。 

（ア）県の環境管理システムで定める共通実施計画の取組について、可能な限り 

実施すること。 

（イ）エネルギー使用量の把握及び使用状況の分析を行い、必要な場合は改善策

等を講じること。 

（ウ）環境に配慮した製品の購入に努め、廃棄の際は資源の有効活用や適正処理 

を図ること。 

（エ）（ア）の実施状況及び（イ）の使用状況等については、別添指定管理施設エ

ネルギー使用状況報告書により県に報告すること。  

 

⑩運営協議会の開催及び運営 

      センターの運営について外部の意見を聞くための山梨県立男女共同参画推

進センター運営協議会の開催及び運営を行う必要があります。 

 


